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午前９時５８分開会 

○長沢興祐委員長 皆様おそろいですので、これよ

り厚生委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○長沢興祐委員長 まず初めに、私から記録署名員

を申し上げます。 

  佐々木委員、山中委員、よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○長沢興祐委員長 次に、議案の審査に移ります。 

  （１）第１２０号議案から（３）第１２２号議

案まで、以上３議案いずれも債権の放棄について

を一括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○福祉部長 おはようございます。それでは福祉部

の議案説明資料の、２ページをお開き願います。 

  ３件とも債権の放棄でございますが、まず１件

目、こちらの案件でございますが、稼働収入や予

備自衛官の手当を得ていたにもかかわらず、収入

申告がなかったため、債権が発生したものでござ

います。放棄する債権は２４０万４，４４０円で

ございます。債務者が自己破産により本債権につ

いて免責の許可を得たことに伴い、弁護士、他の

委員とする足立区債権等処理判定委員会に付議し、

最近放棄が妥当との答申を得ましたので、議案を

提出するものでございます。 

  続きまして、６ページをお開き願います。 

  こちらも生活保護費の返還のものでございます

が、家賃収入を得ていたにもかかわらず、収入申

告がなかったため、債権が発生したものでござい

ます。放棄する債権は１０８万６，４０４円でご

ざいます。さきの案件と同じく、債務者が自己破

産により本債権について免責の許可を得たことに

伴い、足立区債権等処理委員会の付議を得て、債

権放棄が妥当との答申を得ましたので、議案とし

て提出させていただきました。 

  なお、こちらの債務者につきましては、本年５

月に亡くなられており、生活保護の受給は廃止と

なっております。また、今回放棄する債権以外に

強制徴収債権がございまして、そちらについては

今後、相続人の調査を行っていく予定でございま

す。 

  続いて１０ページをお開き願います。 

  こちらについては、独り親の児童扶養手当、育

成手当の返還を放棄するという内容でございます。

こちら債権が発生した理由につきましては１１ペ

ージの項番３にあるとおり、当該の方が異性と同

居していたことが判明したためということで、そ

の際、４５８万円の返還が決定されたとこでござ

いまして、今回放棄するのは、うち３９７万５，

０００円でございます。 

  １３ページをお開き願いますと、この方、一部

返還はございましたが、１３ページの中段のとこ

ろにございます、この当該債務者につきましては、

今年の３月に脳梗塞を発症し、一時意識不明とな

り、入院をなさいました。それに伴い、そのお子

さんが児童相談所に一時保護されたため、独り親

の手当の受給自体を喪失となっております。その

後、この当該債務者の方、全介助が必要な状態、

要介護度５の判定を受けたということと、生活保

護の受給中ということもありまして、債権等処理

判定委員会に諮問したところ、債権放棄が妥当で

あるというところの答申をいただきましたので、

今回議案として出させていただいたものでござい

ます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○長沢興祐委員長 何か質疑はありますか。 
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○白石正輝委員 質疑ということではないのだけれ

ども、それぞれ債権の放棄には相当の理由がある

ことはよく分かるのですが、このお金、全部区民

の税金だということについて、十分に理解しなが

ら今後、こうしたことが起こらないような形で、

貸付けをしていくと。生活保護の場合貸付けでは

ないわけですけれども、形は同じですから、放棄

にならないような形に是非ひとつ、努力していた

だきたい。 

○長沢興祐委員長 求めますか。 

○佐々木まさひこ委員 今の白石委員と同じような

観点になりますけれども、３議案とも破産手続が

行われて、免責が決定しているので、これはもう

仕方がないのですけれども、例えばこの１２１号

議案でも、いわゆる不動産の所得を確認したとき

に、本人に事情を聞いたときに、実質的な所有は

元妻であると。元妻のところに家賃収入も入って

いると。そして、連絡先が分からないというよう

な抗弁を本人はしてるわけですけれども、それを

真に受けたわけではないのでしょうけれども、実

際に家賃収入を金融機関調査で確認したのは約８

か月後になっております。 

  こういったことに関しましては、やはり、特に

７８条違反などは、厳格な形でしっかりと確認を

していただきたいということで、これに向けて今

後、再発防止に向けて、どのような手だてを行っ

ていくか、そこら辺のところをちょっと確認させ

ていただきたいというふうに思います。 

○足立福祉事務所長 今の御質問ですけれども、不

動産収入に関しましては、なかなか自己申告がな

いと判明しないというようなことがございますけ

れども、今回は埼玉県の久喜市の方から情報をい

ただきまして、調査もなかなか挙証資料を上げて

もらうまでにいろいろな時間掛かってしまうとい

うところがどうしてもあって、なかなか物理的に

難しいところがあるのですけれども、もう不正受

給というようなところが疑われる場合には、その

ことをしっかり調査をしまして、なるべく早めに

明らかにしていきたいという努力はししていきた

いと考えております。 

○おぐら修平委員 債権放棄のこの２件についてで

すけれども、これは以前から何回かいろいろ議会

の中でも提案させていただきましたが、これは本

人の口座の収入が自動的に分かる仕組みがあれば、

こんなのもすぐにもうその瞬間に分かるわけで、

ただ区としては、本人の届けのあった口座でない

ところも、本人名義の口座を各金融機関と連携し

て調べるシステム導入はしてるということではあ

るのですが、ただやはりそれが毎月着実でないか

ら、そのときのタイミングがやっぱどうしてもタ

イムラグが出てしまいます。こういうことが今後

ないように、今あるシステムでは、そういう本人

名義の口座、他人名義のものを使ってたらどうし

ようもない部分あるのですけれども、本人名義の

口座はどの程度の頻度で収入があるか、内訳が分

かるものなのでしょうか。 

○足立福祉事務所長 預貯金調査につきまして、お

ぐら委員おっしゃったとおり電子化してますけれ

ども、新規で生活保護の申請があった場合には、

全部、本人名義のものを、ほかの金融機関も調べ

るのですが、その後、事務量との兼ね合いですけ

れども、今のところはケースワーカーの方が何か

つかんだときに、随時調査をしているような状況

でございます。 

  今、本人名義の出入金が分かるシステムにつき

ましては、先行自治体の方が今年度からスタート

しているというふうに聞いておりますので、その

結果を確認させていただいた後に、研究検討の方

させていただきたいと考えております。 

○おぐら修平委員 私もほかの自治体で、そういう



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３  

 

これはあくまでこの御本人が申請の際なり福祉事

務所とこの届出なりをして、やった口座なので、

ほかに申告してない口座とか分からないのですけ

れども、ただ今あるシステムは、本人名義のもの

が全部調べられる。先ほど足立福祉事務所長から

も答弁いただいた、毎月、他の自治体でもちょっ

とこうやろうとしている毎月収入が分かるものと、

両方一緒になったシステムがあれば一番いいので

すけれども、なければまずは、ちょっと両方併記

してやってみるのも一つの手なのではないかと。

そうすることで二重チェックで着実にこういうこ

とがもう起きないシステムに改善される。ワーカ

ーさんの事務負担量も軽減される、何よりもこう

いった問題がもうその場ですぐに発見されるわけ

なので、大きな改善になると思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 確かに出金、入金があったと

きに分かるというのは非常に有効かなとは思うの

ですが、そのシステム自体がインターネットバン

キングに登録しなければならないですとか、様々

制約もあるようですので、費用対効果も含めて、

そういったシステムが導入ができるのかというの

を、確かに並行してやると効果的かなと思ってお

りますので、先行自治体の状況を確認させていた

だきたいと思います。 

○髙橋まゆみ委員 私も少しだけ、生活保護の資産

状況が分かるという、前に一般質問でしたかね、

お伺いしたときに、外国人に関しては、外国に資

産があれば分からないけれども、日本人だと分か

るというような説明を受けたかと思うのですけれ

ども、それはうそというか、違ったということで

すよね。これは他県になってしまうと資産状況と

いうのは一切分からないということになってしま

うのですか。 

○足立福祉事務所長 今、恐らく髙橋委員おっしゃ

っている預貯金調査の電子システムなのですけれ

ども、一部金融機関の参入がない、金融機関が若

干あるというところで、今おっしゃってるかと思

うのですが、外国人の預金調査に関しては今、髙

橋委員おっしゃったとおり、外国の方で外国の銀

行の支店があれば確認できるのですが、日本国内

の金融機関については、預貯金調査で電子化して

いる預貯金システムに登録してない金融機関につ

いては、こちらの方で、例えば受給者の方の生育

歴ですとか経歴を見て、その近辺、例えば地方に

お住まいであれば、そちらの方に照会をしている

ところでございまして、システムに登録がないと

しても、調査の方は掛けております。 

○髙橋まゆみ委員 そしたら、ピンポイントでしか

できないということですよね。その方が関連のあ

るところしか、ピンポイントでできないというこ

とかと思うのですけれども。これ、資産というこ

ともそうなのですけれども、最近区民の方から再

三連絡が来ることがあって、他県で働きに行って

いると、県をまたいで働きに行ってると。そうい

った場合不正受給になるのではないかというよう

なことを問合せしてくる方、結構、たまにいらっ

しゃるのですね。そういったところも分からない

ということになっちゃいますか。 

○足立福祉事務所長 他県の場合でも、金融機関に

ついては、特に東京都ですとか足立区に限ったわ

けではなくて、全国の金融機関がそのシステムに

参入してますので、特にそこは問題ないですし、

あとは今回も課税調査ですね、確認が取れたとい

うことで、これ毎年やってますので、課税調査で

収入が分かれば、そこは不正受給があったのでは

ないかということで確認が取れる状況です。 

○髙橋まゆみ委員 分かりました。 

  そしたら、もしかしたら、この日雇だったら分

からないということにも、現金でもらってるとい
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うことになると、分からないということになるか

と思うのですね。私は結構、そういったところは

訪問とかされてたこともあって、そんなことあり

ませんよと答えてきたのですけれども、そのあた

りはやっぱり行政側としても、区のお金を使った

りとか国のお金を使ったりして、お金を出してい

る側としては、もう少し厳しくやってもいいのか

なと思いますので、是非よろしくお願いします。 

○長沢興祐委員長 そのほかございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

  よろしいですか。 

○長沢興祐委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 ★★。 

○佐々木まさひこ委員 可決でお願いします。 

○山中ちえ子委員 可決です。 

○おぐら修平委員 可決ではありますが、他の委員

の皆さんからもいろいろと意見も要望もありまし

たが、そうした声を踏まえて今後の改善策を是非

進めていただきたいと思います。 

○髙橋まゆみ委員 可決です。 

○長沢興祐委員長 本案は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○長沢興祐委員長 御異議ないと認め、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  引き続き、議案の審査を行います。 

  第１２３号議案から第１２８号議案、以上６議

案を一括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○福祉部長 それでは引き続き、福祉部の議案説明

資料１４ページをお開き願います。 

  １４ページ以降、全て指定管理者の指定の案件

になります。 

  先にちょっと結論申し上げますと、全ての指定

管理者について、現状の施設を運営をしている指

定管理者が引き続きが妥当ではないかという答申

をいただいてるところでございます。 

  まず１４ページが、総合ボランティアセンター

の指定管理者の指定になります。こちらにつきま

しては、１５ページの項番４にありますとおり、

現在担っている社会福祉法人足立区社会福祉協議

会に引き続き指定を行いたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  続きまして、２４ページお開き願います。 

  ２４ページは、足立区ケアハウス六月の指定管

理者の指定についてでございます。こちらにつき

ましては、２５ページの上段にあります社会福祉

法人聖風会に引き続きというところで審査会から

は御意見をいただいているところでございます。 

  続きまして、４３ページでございます。 

  足立区高齢者在宅サービスセンター西新井の指

定管理者の指定でございます。こちらにつきまし

ては、４４ページの項番４にありますとおり、指

定管理者の候補として社会福祉法人西新井だいわ

会が候補として挙がっているところでございます。 

  続いて５６ページでございます。 

  ここからは障がい者施設になります。足立区綾

瀬福祉園の指定管理者の指定でございます。こち

らは５６ページ項番４にありますとおり、社会福

祉法人東京都手をつなぐ育成会でございます。 

  続きまして、６９ページになります。 

  足立区大谷田就労支援センターの指定管理者の

指定についてでございまして、こちらは６９ペー

ジ項番４にありますとおり、社会福祉法人あいの

わ福祉会が引き続きということにさせていただき

たいと考えております。 

  最後になります。８０ページが、足立区身体障

がい者大谷田ホームの指定管理者の指定について

でございます。 
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  こちらにつきましても、項番４にありますとお

り、社会福祉法人あいのわ福祉会に引き続きでお

願いしたいというふうに考えてるところでござい

ます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○長沢興祐委員長 何か質疑はございますか。 

○佐々木まさひこ委員 私の方からちょっと気にな

ったとこ１点だけ、すみません。 

  ボランティアセンターですけれども、この説明

の中で、社会福祉協議会が１５ページの税理士の

コメントの中で、経営効率について最終赤字が人

件費が増大して９，６００万円の赤字になってい

る。一時的なものなのか、今後も続くものか注視

すべきということに対して、コメントが付いてま

す。 

  この９，６００万円の赤字について、この金額

が大きいのでちょっと気になったのですけれども、

この説明が、いわゆる四半期分の賞与の引当金と

して、これが次年度に繰り越すから、これだけの

赤字になってる。これを２年間で解消しますよと

いう説明なのですけれども、四半期分の賞与の引

当金ぐらいで、それこそ１億円近い金額が、最終

赤字になるのかという。逆にこの説明が加わるこ

とによって、はてなと思ってしまったのですけれ

ども、そこら辺のところはいかがなのでしょうか。 

○福祉管理課長 これについて事業者の方に確認し

まして、説明のとおり、この９，６００万円とい

うのは、賞与の引当金分だということも確認して

おりますので、その辺は税理士にも説明して、一

見、処理上は赤字に見えるけれども、次年度に補

填されるのであれば問題ないということのコメン

トはいただいてるところでございます。 

○佐々木まさひこ委員 ですから社会福祉協議会の

決算資料を見ると、例えば令和５年度の職員賞与

の総額で９，３００万円なのですよ。何でこんな

金額になるのかなというのがちょっと疑問なので、

それはきちんと、また確認して教えていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。 

○山中ちえ子委員 ケアハウス六月の指定管理者の

指定についてなのですけれども、自立や、むしろ

介護度状態ではない方、元気とは言わないですけ

れども、自立した生活ができる人を対象とした入

所施設なのですけれども、こういったことで東京

都のケアハウスということで私認識していたので

すけれども、足立区が変わっていったというか、

足立区に移管されて責任が移譲されている部分が

出てきたということなのでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 足立区ケアハウス六月は、

開設当時から区の指定管理として開設し、運用さ

れている施設であります。 

○山中ちえ子委員 ほかのケアハウスに比べて六月

は、本当に良心的な値段設定で、私はケアマネジ

ャーやってた頃は、かなりここを、ここはショー

トステイもやってますし、介護保険サービスの事

業者としても幾つかやっていますので、利用者さ

んにとっては介護保険サービスで受けていたサー

ビスから、その後にケアハウス入所となったとき

に、とても同じ場所の中なので、すごく安心が図

られるということで、とても重宝してるというか、

喜んで利用、私も紹介したりとかしていたのです

けれども、今こういった年金の額に応じた利用料

でほとんど入れるといったことで、良心的であり、

ほかのケアハウスと違って安心の利用料なわけな

のですけれども、そういう意味では、もう介護度

が出ないと入所はできないという認識が結構あり

ますから、皆さん。 

  だから、例えば火事を出してしまいがちなとこ

ろだけがちょっと困難だというような方だったり

とかは、十分紹介できると思うのですね。それに

しては周知が、私いつも説明すると、周知が行き
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渡ってないなと思うのです。だから、むしろ介護

度が出なくて自立が図られている高齢者が入所条

件なのだということ、そして年金の額に応じた利

用料で入れるのだよということをもっと周知して

いただきたいなと思うのです。 

  執行率というか、応募が多いとかということに

なってしまうとまた大変だと思うのですけれども、

その辺の兼ね合いではどうでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 今、法人内のホームページ

で、このケアハウス六月が周知されていたのです

けれども、やはり周知が低いというところで、独

自にホームページを作ったりということで、事業

者の方も工夫はしているところです。 

  確かにおっしゃっていただいたとおり、指定管

理でありますので、収入が低い方も入れるという

ところで、段階も２５段階に分けて利用料もやっ

ておりますので、そこの部分も大きく周知をして、

入りやすいような形を取りたいというふうに思っ

ております。今入居はもう８割の入居率になって

おります。 

○山中ちえ子委員 ありがとうございます。 

  是非、高齢者にとって安心・安全な入所対象が

やっぱ広がる、今、年金の額に応じた利用料とい

ったらもう特養しかなくなっちゃってますので、

むしろ介護度状態にならない手前で安心した生活

が送れるということでは、とってもいいものなの

で、周知を広げてほしいですし、その事業者のホ

ームページだけではない周知を、あと福祉まるご

と相談課なんかで絡んだ複雑な背景を抱えている

困難な方だとか、つながるといいと思ってますけ

れども、その辺は相談を承る方々にどのぐらいそ

れが共有されているかといったところもはかって、

充実してっていただきたいと思いますが、どうで

しょうか。 

○高齢者施策推進室長 関連する所管にも十分周知

をして、区民の方に使っていただけるよう、周知

広めていきたいと考えております。 

○髙橋まゆみ委員 ６９ページの綾瀬福祉園の平均

給料を見ていて、確かに月額平均給料を上げては

いるのですけれども、そもそもかなり低過ぎると

思うのですが、これはどのように考えられますか。 

○障がい福祉課長 こちら、今回障がいの施設、他

の法人の方の指定管理の方とも比較して、やはり

やや低い傾向にございます。 

  ただ、こちらについては、東京都全体の方を請

け負っている関係がありまして、２３区以外にも

支部も含んで受託しているために、やや多分低い

傾向はあるのかなとは思っております。 

  ただ、法人全体はこうなのですが、綾瀬福祉園

の方もちょっと気になりまして、私もちょっと情

報入手して確認したところ、一番最低で低い常勤

職員でも４００万円以上はもらってるというよう

な状況でございます。 

  また、施設長レベルの管理職についても、８０

０万円、８５０万程度の給料の状況ということは、

私の方でも確認はしているところでございます。 

○髙橋まゆみ委員 分かりました。 

  物価高騰でやっぱりかなりきつい形になるので

すが、ここを主導するのは区の方が主導していか

なきゃいけないところなのかなと思いますので、

引き続きよろしく★★。 

○障がい福祉課長 やはり福祉人材の確保という点

では、賃金の部分も非常に大きいと認識してござ

いますので、こういった声があったことも当然法

人の方にも、私の方から伝えていきたいと思って

おります。 

  今、綾瀬福祉園の施設長が、法人の副理事長も

担っておりますので、トップの理事長にも頻度よ

く会ってるというお話も聞いてございますので、

そういった場を使って伝えていければと思ってお
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ります。 

○長沢興祐委員長 他に質疑ございますか。 

○白石正輝委員 これも質疑というのか、今回の指

定管理者の指定について、形は公募という形には

なってるのだけれども、実際には１事業者しか手

挙げないと。公募する最大の理由は、複数の事業

者が競争する中で、サービスを少しでもよくして

もらうための公募だというふうに思うのですが、

ここのところこの指定管理者については、ほとん

どが１業者しか手挙げてないのですよ。そうなる

と、公募の競争という意味が全くなくなっちゃう

というふうに思いますけれども、福祉部長はどう

ですか。 

○福祉部長 白石委員おっしゃるとおり、全て今回

議案で上げさせていただいた施設、手を挙げたの

は１事業者です。その意味では競争性が働いてい

ないと言われれば、おっしゃるとおりかと思いま

す。 

  ただ、福祉施設という性質上、安定的にサービ

スを提供し続ける、そして頻繁に事業者が替わり、

それによって利用者の混乱を招くということも、

少しリスキーな部分がございますので、担ってい

ただいている内容に大きな課題等がなければ、引

き続き担っていただけるいただけるということは、

少し利用者にとってはプラスの部分もあるのかな

というふうにも捉えております。 

○おぐら修平委員 ちょっと先ほどの白石委員の質

問と関連してなのですが、まずやはり、もちろん

その福祉というこういう分野なので、それは手挙

げられて実際に運営できる事業者が限られてるの

は分かるのですが、とはいえども、やはり今回の

この議案全てがほかにこの公募が全くなかった１

事業者のみだったというのはどうなのかなと。 

  先ほど福祉部長も答弁ありましたが、ただ一方

で、ころころ、ころころ事業者が替わったら、そ

れは、もちろん現場も利用者さんも、それは混乱

なりとかと、引継ぎだったりとかそういうことも

あると思う。でもそれ担保するためには５年間と

いう年月やっぱ掛けてるわけで、その答弁という

のはちょっと矛盾してるのではないかなと強く思

うわけです。 

  こういったこの公募に際して、どういうふうに

周知宣伝してるのか。こういったなかなか過去も

こういう事業者が手が挙がらない。こういったこ

とに対しての何か改善策、取組についてはどうな

のでしょうか。 

○福祉部長 恐らく、これはあまり詳細にほかのと

ころと比較をしてるわけではないのですけれども、

原則的に指定管理者を公募出すときの手順にのっ

とって、周知をさせていただいてるところです。 

  一つ一つの事業でクローズアップして、こうい

う特徴があるのでというところを大きく宣伝をし

てというところまでは、確かに至らないところは

あるかもしれませんので、次回の指定管理者の公

募の時点におきましては、その周知の方法も含め

て、どんな改善を図れるかというところも含めて

ちょっと検討したいと思います。 

○おぐら修平委員 そもそも、こういったこの福祉

関係の指定管理者を公募するときは、どういった

形で、区のホームページはいつも出てますけれど

も、公募の周知をされてますでしょうか。 

○福祉管理課長 おぐら委員おっしゃるとおり、基

本的に区のホームページの方で周知するという方

法のみを取ってございます。 

○おぐら修平委員 やはりこの事業者側も、もしか

したらそういう公募してるなら事業をやりたいな

という思いがあっても、ホームページだけだとな

かなか、足立区のホームページは物すごい量の情

報量ありますから、そこで事業者がそこをつぶさ

にチェックして見付けて挙げるのかといったら、
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そこはやっぱりクエスチョンなわけで、やはりど

ういう方法がよいのか。そこはちょっと公募に当

たっての周知というのを今後、改善をしていただ

きたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○福祉部長 今のこの時点で、こういう改善方法が

あるということはなかなか申し上げられないので

すけれども、例えばですけれども、こういう知的

障がいの施設の指定管理というところであれば、

今担っていただいている施設以外にも知的障がい

者の施設を運営している社会福祉法人等がありま

すので、少なくともそういうところに情報提供す

るとか、検討の余地があるのか、その新しいとこ

ろがやれるような体力性のところもありますので、

挙がるかどうか分かりませんけれども、こういう

のが話があるのでというような情報提供は差し上

げた上で、結果どうなるかというところは考えら

れると思いますので、そういった形が取れるかど

うかも含めて、今後、検討させていただきたいと

思います。 

○長沢興祐委員長 そのほかよろしいでしょうか。 

  各会派の意見を求めます。 

○白石正輝委員 全議案可決で。 

○佐々木まさひこ委員 全議案可決でお願いします。 

○山中ちえ子委員 全部、引き継いで継続というこ

とで、社会福祉法人だということで地元からも信

頼が厚く、そして横連携も豊かな内容で継続して

おりますし、そういった点で賛成の立場で表明し

たいと思います。 

○おぐら修平委員 可決で。 

○髙橋まゆみ委員 可決でお願いします。 

○長沢興祐委員長 本案は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○長沢興祐委員長 御異議ないと認め、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関退席］ 

 

           ◇            

 

○長沢興祐委員長 次に、請願・陳情の審査に移り

ます。 

  初めに、５受理番号８を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  何か変化ありますか。 

○介護保険課長 特に変化はございません。 

○長沢興祐委員長 質疑に入ります。 

  何かございますか。 

○山中ちえ子委員 昨年、パンデミックに備えて、

医療介護の充実や連携にとって、取組の変化があ

ったと思うのです。それで、そういった中で医療

機関が大変な状況にある中、医療介護の連携とい

うところでは、大変行政の役割が求められるのだ

ということでした。 

  地域医療構想に取り組んだ、当時の元★★局長

のお言葉でも、今、構造面や財政面、それから人

材面でも全く足りない状況だということなのです

けれども、足立区の中では医療の疲弊というとこ

ろで、医療介護の連携をするに当たって、大変苦

労されている点とかもあると思うのですけれども、

かなり代表質問でも私、取り組みましたけれども、

その辺の取組の到達点というのですかね、教えて

いただきたいと思います。 

○医療介護連携課長 御質問いただきました医療の

疲弊等々、十分認識をしてございます。 

  医療介護の連携については、今年度すこやかプ

ラザができまして、在宅療養推進協議会という多

職種で課題等を話し合うものもできておりますの

で、そういったところで更に取組を強化してまい
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りたいと考えております。 

○山中ちえ子委員 細かい点で言えば、多職種連携

を小さな単位でやっていけるようにということや

在宅と入院時の医療との連携では、病院とソーシ

ャルワーカーさんだけでなくて、地域の在宅のケ

アマネの事業者もちゃんと入って会議をするとい

うこの２点でかなりやっていきますというような

答弁だったのですけれども、具体にはどんな感じ

でしょうか。 

○医療介護連携課長 御質問いただきました、まず

小さくやっていくという点なのですけれども、も

う既に、包括が小さい単位で多職種連携を取り組

んでまして、約２０か所ほどの包括が取り組んで

おります。 

  来年度からは、今まだ検討の段階でございます

が、仕様の中にして、２５か所全てが取り組める

よう、検討を図っていくところでございます。 

  入退院相談交流会につきましては、２月にケア

マネの方も呼んで実施をいたします。１２月に行

われた入退院相談交流会でケアマネに聞いてみた

いことというところで、いろいろお話が出てきま

したので、そういったものを材料に検討を進めて

いきたいと思っております。 

○山中ちえ子委員 是非、是非積極的にお願いしま

す。そこで出た大変な深刻な要望だったりとか、

こうしてほしいとか、矛盾点だったりとか、しっ

かり拾い上げてほしいと思います。 

  それで、先ほど医療機関の疲弊というところで

は、訪問診療に関わるところでの連携が難しくな

ってくるのかなと思ってるのですけれども、その

協力というか、ネットワーク体制というところで

は、どんな課題がありますか。 

○医療介護連携課長 訪問診療の課題については、

どんどん医療機関が増えているというのが実情で

ございます。ただ、関係者からやはり言われてい

るの質の問題でございます。 

  やはり山中委員からもおっしゃっていただいた、

患者を真ん中に置いたというところが、あまり意

識できてないというところがありますので、そう

いったところに、今、医師会の会員になってると

ころは特に質というところ意識できてるのですけ

れども、会員以外のところも巻き込んで取組を進

めてまいりたいと考えております。 

○山中ちえ子委員 是非お願いします。 

  やっぱり夜間の診療だとか、緊急時に対応しな

きゃいけないとか、そういった働く環境というと

ころでも共有して、一人一人の大変さ、医師の大

変さを軽減していくということも、柏の方でやっ

てる取組では、そういったことも勘案して医師と

のネットワークを大変強化しているということで

した。なのでお願いしたいなと思います。是非よ

ろしくお願いいたします。 

○長沢興祐委員長 ほかにございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長沢興祐委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 今月の２５日かな、足立区保健福

祉推進協議会に多分、区長から次期介護計画の諮

問が行われるだろうというふうに思いますので、

取りあえず継続でお願いしたいと思います。 

○佐々木まさひこ委員 次期の介護保険計画がどう

なっていくのか、また、現在区で取り組んでいる

介護職員の処遇改善策と国の施策の推移も、併せ

て検討しなければなりませんので、継続を主張い

たします。 

○山中ちえ子委員 採択でお願いします。 

○おぐら修平委員 継続でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 ★★でお願いいたします。 

○長沢興祐委員長 本案は、継続審査とすることに

賛成の方の挙手を求めます。 
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［賛成者挙手］ 

○長沢興祐委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  次に、５受理番号９を単独議題といたします。 

  前回は継続審査です。 

  執行機関、変化はありますか。 

○保健予防課長 特に変化はございません。 

○長沢興祐委員長 質疑に入ります。 

  何か御質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長沢興祐委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見を求めます。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○佐々木まさひこ委員 継続でお願いします。 

○山中ちえ子委員 採択です。 

○おぐら修平委員 継続でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 採択でお願いします。 

○長沢興祐委員長 本件は、継続審査とすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○長沢興祐委員長 挙手多数であります。よって継

続審査と決定いたしました。 

  次に、５受理番号４９を単独議題といたします。 

  前回は継続審査です。 

  執行機関、何か変化はありますか。 

○親子支援課長 この間の国の動きについてお伝え

します。 

  １１月１４日に行われました国の養育費に関す

る法務省令の制定に向けた検討会の第６回の会議

の会議録が公開されました。 

  その中で、法定養育費については、子ども１人

当たり月額２万円にすることと、養育費債権に付

与される先取り特権、これは他の債権よりも優先

して弁済を受けられる権利のことですが、この上

限額については、子ども１人当たり月額８万円と

すること、これらについて異論はなかったという

ことです。 

  そして今後については、これまでの議論の内容

を踏まえて、省令の制定に向けた手続を進めると

いうことになっております。 

  以上です。 

○長沢興祐委員長 質疑に入ります。 

  何かございますか。 

○山中ちえ子委員 この陳情では、共同親権が必ず

しもドメスティックバイオレンスだったり、父母

の合意がない中でも共同親権が強制されるという

ところで問題点が残っているわけなのですけれど

も、その中で足立区として、この執行に合わせて

準備をということを求めていると思うのですけれ

ども、その中で調査研究の着手状況や公的支援体

制や相談体制の到達点をちょっと教えていただき

たいと思います。 

○親子支援課長 区の状況でよろしいでしょうか。 

  区としましては、以前もこちらで御報告したと

思うのですが、関連する部署とチャット機能を使

って連携しており、タイムリーに情報共有をして

おります。 

  また、先日はお子さんと別居してる側の団体の

方、なかなか相談支援に結びつかない方の団体の

生の声を聞くような会を関係する部署で催しまし

た。そういったことを今しているところでござい

ます。 

○山中ちえ子委員 別に住んでる方の親のお話とい

うこともあるのですけれども、そういったもとも

と父母の見解が分かれてたりすることの中で、大

変複雑な問題にもなっている方が多いのかなと思

うのですけれども、そのために父母の交流だった

りとかというところになってくるとは思うのです

けれども、この子どもの人権を優先するというこ

とでは、子どもがこうしたいというか、子どもの
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イベントだったり、例えば野球の大会だったりと

か、そういったものを優先するということになっ

ておりますけれども、その辺の整備というか、問

われたときの区の対応が正しくできるようにとい

った整備では、どのようなことがされていますか。 

○親子支援課長 まずは法改正の内容を各部署で理

解をして、どのような御相談に対しても的確にお

答えしなければいけないということになります。

ですので、また繰り返しになりますけれども、あ

らゆるところで御相談が来ると思っております。

いろいろな課に対してですね。ですので、先ほど

申し上げましたけれども、各課で連携をして、い

わゆるたらい回しにしないように、各課が自分事

と捉えて、まずは受け止めるというような体制づ

くりを今進めております。 

○山中ちえ子委員 私ちょっと具体に進んでないの

ではないかなという懸念があるのですけれども、

そういった姿勢でいるということは分かりました。

でももっと具体に進めていただきたいと思います。

どうでしょうか。 

○親子支援課長 今回の場合に、何かこの新しい事

業を立ち上げなければいけないとか、そういうこ

とが起きておりませんので、今の段階としまして

は、この法改正の内容を正確にお伝えする、例え

ば、皆さん必ず共同親権を選ばなければいけない

わけではなくて、事情があれば単独親権も選べま

すよとか、例えばですけれども、あと子どもの面

倒見るのが、土日はお父さんで、平日お母さんに

するかとかそういう取決めもできますよとか、そ

ういう法改正の内容をまずしっかりと相談支援に

当たる職員が理解をしていることによって、今、

山中委員がおっしゃられたような、不安というと

ころを解消できるものと思っておりますので、今

は確かにこの目立った何かを立ち上げてはおりま

せんけれども、関係する部署が連携をして、全体

で受け止めるという体制はできているというふう

に考えております。 

○山中ちえ子委員 調査研究の着手状況はどうでし

ょうか。 

○親子支援課長 前回のこの会議でもお伝えしまし

たが、国が子どもの意見を聞く、それから反映し

ていくという調査を開始するということで、３月

にはその結果をまとめて報告するというようなこ

とも聞いております。把握しておりますので、区

が独自で調査研究をするというのは今、考えがな

くて、国の方が的確に動いておりますので、その

報告を待つというところで考えております。 

○山中ちえ子委員 すごくその姿勢とか、国のやっ

ぱりやってることをしっかり参考にしていくとい

ったところでは、本当にいいと思うのですけれど

も、もう今の段階で、各部署に届いてるそういう

声をしっかりとその声を分析するとか、では一括

してまとめてここに集中させようとかいうことが

必要だよねとか、検討する材料にするということ

がされているのかなというのがちょっと疑問なの

です。その点では積極的にお願いしたいのですけ

れども、どうでしょうか。 

○親子支援課長 すみません、目立った何かをしま

したということがなくて、なかなかお伝えできる

ものなくて申し訳ないと思っておりますが、例え

て言いますと、福祉事務所にいる母子相談員が、

ほぼ最前線でＤＶの被害者の相談支援をしており

ます。 

  具体的に言えば、母子相談員の集まる会に私ど

も親子支援課の職員も行って現状をお聞きすると

いうようなことをしています。ちなみにそのとき

には、今後の不安、共同親権になるというところ

で漠然とした不安というものは聞いておりますが、

何かそのことについて深刻な何か悩みがあって、

強力な支援を直ちにしなければいけないというの
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は発生していないということですので、繰り返し

になりますけれども、正しい情報をお伝えし、安

心してもらうように受け止めるというところで、

今は福祉事務所の方も対応しているというふうに

聞いております。 

○長沢興祐委員長 よろしいですか。 

  各会派の意見を求めます。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○佐々木まさひこ委員 共同親権に対する国の動き

とか法廷養育費が２万円というような方向性、国

の動きが今いろいろと動きがありますので、そう

いったことをしっかり確認をしながら進めていか

なければなりませんので、継続を主張いたします。 

○山中ちえ子委員 やはり他区で先進事例があるよ

うに、これにならってもっと積極的に展開してい

くべきだと思いますので、採択です。 

○おぐら修平委員 継続でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 採択でお願いします。 

○長沢興祐委員長 本件は、継続審査とすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○長沢興祐委員長 挙手多数であります。よって継

続審査と決定いたしました。 

  次に、５受理番号５３を単独議題といたします。 

  前回は継続審査です。 

  執行機関、何か変化はありますか。 

○感染症対策課長 特に変化はございません。 

○長沢興祐委員長 何か質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長沢興祐委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見を求めます。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○佐々木まさひこ委員 継続でお願いします。 

○山中ちえ子委員 継続です。 

○おぐら修平委員 採択でお願いします。 

○髙橋まゆみ委員 継続でお願いします。 

○長沢興祐委員長 本件は、継続審査とすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○長沢興祐委員長 挙手多数であります。よって継

続審査と決定いたしました。 

  次に、受理番号１１を単独議題といたします。 

  前回は継続審査です。 

  執行機関、何か変化はありますか。 

○保健予防課長 特に変化はございません。 

○長沢興祐委員長 何か質疑はございますか。 

○白石正輝委員 コロナワクチンだけでなくて、今

日まで、コロナワクチンに類似するようなワクチ

ン接種というのはいろいろとあったわけですね。

ワクチン接種は、基本的には後遺症を伴うという

考え方でいいですか。 

○保健予防課長 ワクチン接種した直後は、腕の痛

みなり発熱などは一過性のものはございますけれ

ども、基本的には短時間で済むというふうに言わ

れております。 

○衛生部長 後遺症といいますか、まずは副反応が

出ることがあります。 

  後遺症として障がいが残ることに対しては、ど

うしても一部そういった方が出ることはあります

が、その際に国や世界全体、日本であれば国で厚

労省のところで利益と不利益を比べて、それでも

利益があるとなった場合に、ワクチンがまず進め

られるようになり、その中でも社会全体に蔓延防

止に効果があるとされるものが定期接種のＡで、

蔓延防止ではないけれども個人の重症化を防ぐ効

果があるというものがＢ類となる、そういった基

準でワクチンの方は承認されております。 

○白石正輝委員 この請願を見ますと、コロナワク

チンで１，０００人以上が亡くなってるというふ

うに記載されてるわけですけれども、そのことは
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厚生省が発表していることだから間違いだという

気はありませんが、もし衛生部長、このコロナワ

クチンが接種されないままになってしまったら、

コロナの流行というのは本当に抑えられただろう

か。コロナによって亡くなる人の数というのは、

１，０００人や２，０００人ではないというふう

に私は思うわけだけれども、そのことについては

どう思うのか。 

○衛生部長 私も同じように考えます。 

  日本はかなりワクチンの接種率が高かったので、

世界的に見ると非常にコロナのワクチンの死亡率

は低い方です。あんまりワクチンが進まなかった

国は、たくさんの方がお亡くなりになっておりま

すので、１，０００人以上、もっとコロナ自体で

亡くなる方の人数は増えたというふうに考えます。 

○白石正輝委員 厚生省がなぜ発表してるのかよく

分からないのだけれども、コロナワクチンで亡く

なった人が１，０００人以上いるということで、

厚生省も発表していると。ということになると、

例えば人口比だけ言うと、足立区は全人口の約２

００分の１いるのですね。そうすると、１，００

０人の２００分の１というと５人、足立区でも５

人程度はコロナワクチンの後遺症で亡くなってる

というふうに、単純な計算ですけれども、足立区

の状況はどうだったのですか。 

○保健予防課長 足立区の場合ですけれども、死亡

したということで、健康被害を訴えた方が全部で

８人いらっしゃいます。そのうち２人の方は認定

されております。 

○白石正輝委員 かつて三種混合、それから子宮頸

がんワクチンの注射にしても、マスコミで後遺症

が非常に騒がれたという中で、三種混合の集団接

種についてはやめたのですね。私たちはやったの

ですけれどもやめた。 

  結果的には、２０代から３０代にかけて、はし

かになる人が多くなって、しかも重症になるとい

う中で、足立区もワクチンの接種を無料でやるよ

うになったわけですよ。 

  子宮頸がんについても、そういう意味でマスコ

ミ等の話題になって、子宮頸がんは一旦やめたの

ではなくて、打つことを奨励することをやめたの

です。結果的には、若い人たちの子宮頸がんが増

えて、またやらざるを得なくなってきたというふ

うに思うわけですけれども、コロナについて言え

ば、今、衛生部長言うように日本の場合は非常に

ワクチンが普及したという中で、コロナの大流行

が抑えられたと。結果的には、コロナらによって

亡くなる、死亡する人たちの数が減ったというふ

うに思うわけですけれども、その点についてはど

うなのですか。 

○衛生部長 白石委員のおっしゃるとおりです。 

○山中ちえ子委員 大変多くのことを何点か指摘し

ている陳情ですので、今日はちょっと予防接種健

康被害救済制度のことで質問したいと思います。 

  コロナ禍のワクチンによって、こういった救済

制度を活用するということでは国が救済制度で追

加予算を増やしている中、大変多くの人が、こう

いった制度を利用したわけなのですけれども、で

も足立ではそういった点では少なかったというこ

とで、これが正しくちゃんと受けられてるかどう

か、受けられてない人がいないかどうかとか、そ

の辺の被害者の実態を調べるとか、そういったこ

とももう求めている陳情だと思うのですけれども、

その辺ではどんな感じなのでしょうか。 

○保健予防課長 まず予診票を送るときに、説明書

を入れてるのですけれども、その中に健康被害に

ついての救済制度がありますというのを最初から

記入してございます。 

  それから医療機関に実際の接種は委託してるの

ですけれども、その契約の中でも、副反応があっ
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たらお届けしてくださいという内容を記載してご

ざいます。そのようにして周知してるとこでござ

います。 

○山中ちえ子委員 でもこの陳情では、潜在的な被

害者が数多くいることが予想されているというこ

となのですね。これは情報開示請求で得た資料の

中で、こういったことが言えるということをおっ

しゃっているのですけれども、法律上の基本的な

予防接種に関する計画だったり、適正かつ効率的

な予防接種の実施、健康被害の救済という役割を

果たすべく、そういった案内に、紙に書いてある

からいいのだということではなくて、誠実に対応

するべきだと思いますけれども、どうでしょうか。 

○保健予防課長 例えばお亡くなりになった方の死

亡の原因を調べするのが非常に難しくて、例えば

ワクチン接種した後でも、ワクチンによるものな

のか、その疑いがあるけれども否定できないぐら

いのものなのか、それとも別な病気なのかという

のは非常に難しいものがございます。ですので、

こちらでも説明してますけれども、厚生労働省が

データベースを作りまして、健康診断とか、別の

内容も含めたもののデータベースを作って、全国

的な調査ができるようにというのを、来年度実施

する予定でございますので、そういったものを御

利用いただきたいというふうに考えております。 

○山中ちえ子委員 先ほどおっしゃいましたように、

直接の原因ではないかもしれない。でもそれがき

っかけになった可能性もあるかもしれない。いろ

いろだと思うのですよ。 

  私が以前も紹介したように、ひきこもりの方で、

実は肝機能障がいがあったのかなというような方

が、やはりワクチンありきで、ワクチンやれば感

染しないのだというようなことまで広がっちゃう

ぐらいワクチンありきで広がった。もちろんそれ

が必要で、それによってコロナによる死亡が免れ

た方もいるというのは分かるのですけれども、そ

ういった中で、そういった問題を持っている可能

性のある、やっぱりふだん医療受診がされていな

い方が予防接種した中で、私はもう次の日に亡く

なられたという方のことを、私はそのお母様から

聞いて、たまたま分かったわけです。お母さんは

やっぱりショックだったし、それをいろいろなと

ころにお話しする勇気もないと、足立区に言うの

もはばかれるというようなことでおとなしくして

いたいというふうに、お母様はもう８０代なので、

そういう方もいるわけですよ。 

  だからやっぱり複雑だけれども、聞いてあげる

ことによって、いろいろなケースがあったかもし

れないというのが分かるわけではないですか。だ

からやっぱり、複雑だから聞くことはしないとか、

違う病気で亡くなった可能性も含めれば、その

方々の確率は低くなるとか言っているわけで、そ

れを求めてるわけではなくて、この陳情は、区の

責任とかを求めているというよりも、やはりこう

いう潜在的な被害者がいるかもしれませんよと、

そこにどう対応していくかというのは足立区問わ

れますよということですよね。そこでは、そうい

うお話をしっかり聞いていくという体制も必要な

のではないかなと思うのですけれども、どうでし

ょうか。 

○保健予防課長 もし副反応がありましたら、恐ら

く一番最初は医療機関に御相談されるのだと思い

ますけれども、そういったとこもございますし、

もちろん足立区でも副反応の被害があれば御相談

には応じますし、ということで、あらかじめ副反

応があることは御説明してますけれども、もし何

かありましたら御相談いただければと考えており

ます。 

○長沢興祐委員長 そのほかございますか。 

○髙橋まゆみ委員 今回、１２月の５日に厚生労働
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省の方から新しい数字の方が出てまいりました。

新たに審議件数として申請が６６件出ております。

そのうち認定が１８件、否認は４６件、保留が２

件となってます。総合すると、これまで１万４，

５１４件、認定件数はもう１，０５６件になりま

した。この数字の中に足立区の方はいらっしゃい

ませんか。 

○保健予防課長 １２月５日付の予防接種の審査部

会の資料からだと思いますけれども、この中には

含まれてございません。 

○髙橋まゆみ委員 この中には詳細を見ていくと、

お年寄りだけではなくて、若い方、しかも１２歳、

１３歳という、本当にお子さんですよね。その方

が申請をされて、この場合は否認はされてますけ

れども、これなかなか因果関係が、この薬害に関

してはやれないものになってます。 

  先ほど、確かに当初は未知のウイルスに対して

みんなが恐怖を感じて、ワクチンというものをみ

んなが確かに求めました。これはもう否めないん

です。私自身も、ぜんそくを持っているものです

から、人より早く自宅待機を始めたという経緯が

ありますけれども、そのときは、確かに緊急性の

高さから、オーバーラップ方式を採用して、早急

にこのワクチンというものを決めました。ですが、

それはあくまで、あの当時、本当にパンデミック

という形の皆さんが恐怖を抱いていたからこそで

あって、今はもう既に収まっています。 

  先ほどワクチン、感染予防効果があるとおっし

ゃってましたけれども、まずこれは否定されてま

すよね、厚生労働省の方で。重症化予防効果とい

うものは、いまだまだ解明されてないと。これを

悪魔の証明みたいなもので、打ったときと打たな

いときというのは分からないのですよ。打った現

実しかないので、ここはしっかり第三者的な目の

付けどころといいますか、見ていかなきゃいけな

いところだと思います。 

  ワクチンを打ったから思うのですけれども、ワ

クチンを打ったからかからなかったとおっしゃる

のであれば、集団免疫が付いているはずなのです。

１回、２回、３回、７回でしたっけ。打ってるの

ですから、ほとんどの人が打ってるのですから。

でも、感染は逆に増えていってる。これもきちん

と数字が出ていますので、これは、もう集団免疫

がついてなかった、ワクチンは効かなかったとい

うことになりません。いかがですか。 

○衛生部長 現在のコロナのワクチンは、蔓延防止

ではなくて、重症化予防の方になっています。そ

れは、髙橋委員がおっしゃるように、このワクチ

ンは、一度打ったとしても、また新しいタイプの

コロナがはやってくると、またかかってしまうと

ころがありまして、今、重要視されているのは、

８０歳以上の方でかかってしまうと、肺炎が悪化

して亡くなる方が多いので、そういったお亡くな

りになることを防ぐための重症化予防というふう

に今はされています。実際に対象となる方は６５

歳以上の方となっております。 

○髙橋まゆみ委員 そのことも存じ上げております。

確かに、お年寄りに対しては、ワクチンが一部は

効くということも聞いたことはありますけれども、

そもそもこのワクチンという言葉自体が、このコ

ロナワクチンに関しては当てはまらないのではな

いかというふうに言われております。 

  これ、遺伝子を組替えしたもの、ワクチンとい

うものの知見と、遺伝子組換えの知見というもの

は全く違うらしいのですね、少し調べたのですが。

コロナが収まった今だからこそ、本当に正当だっ

たのか、正しかったのかというものは、調べてい

かなきゃいけないと思うのです。これは区のお金

を使い、皆さんに推奨したこの足立区の責任だと

思います。 
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  この請願に書いてあるように、前も言いました

が、最初はこのコロナワクチンというのは体内に

は回らないと言ってたのですね、打ったところに

とどまって、そこで免疫を付けてというような説

明があったのですけれども、実際に、立憲の原口

議員は、自分のがん細胞を調べたときに、１年半

もたっているのに、そのワクチンがまだ体内に残

っていたということが実証されてるのですね。そ

ういったことから、だったら、今、このようにも

うすごい人数が出てきてますので、１回そのロッ

ト番号、死亡者、死亡日や接種日、ロット番号、

こういったものを検証する時期に来てるのではな

いかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○保健予防課長 恐らくワクチンの安全性について

の御質問だと思いますけれども、そうすると髙橋

委員からも話がありましたけれども、ワクチンを

打った方と同じ条件で打ってない方を比較しなけ

ればいけないのですけれども、そういったものを

含めて健康診断内容なども含めて、全体として調

査できるように厚生労働省の仕組みをつくるとい

うことでございます。 

  区独自では打ってない方の情報を持ってはおり

ませんので、そういったことで厚生労働省のシス

テムを使いたいというふうに考えております。 

○髙橋まゆみ委員 こちらの陳情に書いてあるのは、

死亡した方のものを調べてほしいという陳情では

ないのですか。 

○保健予防課長 死亡したものというふうに記載さ

れてますけれども、死亡したこととワクチンの因

果関係が分からない状況の死亡したことになりま

すので、それだと正しい情報が出てこないという

ふうに考えておりますので、ほかの例えば健康診

断だとか、ほかの疾病があるとかという情報まで

含めた上で分析していただかないと、正確なもの

は出ないかなというふうに考えております。 

○髙橋まゆみ委員 それを解明するためにも、調べ

ていただきたいとお願いしてるのだと思うのです、

この陳情者は。 

  何度も同じ返答になってしまうので、もしも足

立区として区民を守るための策、これを少し変え

ていかないと、このまま超過死亡が増えていって

しまえば、本当に日本自体が駄目になってしまい

ますので、是非よろしくお願いします。 

○佐々木まさひこ委員 コロナによって亡くなられ

た方の数というのは、２０２３年は３万８，０８

６人、２０２４年は３万５，８６５人、２０２５

年のデータは出てないとは思いますが、おおよそ

似たような傾向と思いますが、区はコロナの感染

は終息している。もう過去のものという認識でい

らっしゃいますか。 

○保健予防課長 いえ、今週も医師会の先生とも相

談したのですけれども、まだ少しですけれどもま

れに発生してるというふうに聞いております。 

○衛生部長 今、医師会とは定期的に感染状況など

私ども確認しておりますが、収束はしておりませ

ん。まだ流行しています。その上で、予防接種な

ども今進めているというか、打てる環境をつくっ

ているところです。 

○佐々木まさひこ委員 いわゆる高齢の方の亡くな

られてる方の中心的な方々というのは、先ほど衛

生部長がおっしゃったように８０歳以上の方、特

に基礎疾患をお持ちの方が比較的亡くなられてる

ケースが多いというのは、我が党の秋野浩三参議

院議員が、本会議でも厚生労働大臣に対してしっ

かりと周知をし、特にそういったリスクの高い

方々にワクチン接種を進めていくように要望して

いるところでございますけれども、そういった意

味では、まだインフルエンザ、今年大分はやって

ますけれども、インフルの死亡者数よりも約１５

倍ぐらい数的には多い、亡くなられる方が多いと
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いう現実はまだあるということがありますので、

これはしっかり進めていかなきゃいけないだろう

というふうに私どもは思っております。 

  この陳情の趣旨としては、基本的にはワクチン

接種をして当日亡くなられた、若しくはその翌日

に亡くなられた方というのは、恐らく因果関係が

強いのだろうということで、そのデータが欲しい

という陳情なのですけれども、再三、保健予防課

長がおっしゃってるように、打たれた方と打たれ

てない方の全体の軍を見て、それを比較しないと

正確な基本的に統計上の有意さ、どっちが優位か

ということが分からないということでありますの

で、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○保健予防課長 佐々木委員のおっしゃるとおりで

ございます。 

○佐々木まさひこ委員 ですから、国がそういった

予防接種データベースの構築を進めるということ

でございますので、これはしっかりとした科学的

なエビデンスに基づいた結果がアウトプットされ

るというふうに思いますので、これを待ちたいと

いうふうに思いますけれども、区はそういう姿勢

ということでよろしいですね。 

○保健予防課長 それを待ちたいと考えております。 

○長沢興祐委員長 他に質疑はございますか。 

○おぐら修平委員 国の方で、このデータベースを

構築するということ、それを待ちたいというよう

な答弁も今までもありましたけれども、この国の

データベースとのはいつに出来上がるものでしょ

うか。 

○保健予防課長 現在聞いているところですと、来

年の６月から実施するというふうに聞いておりま

す。 

○おぐら修平委員 この陳情にもありますとおり、

様々な自治体で独自にこうやって照合して調べて

る例もあるわけで、浜松の情報公開請求して取り

寄せたこの資料でも、実際にこうやってワクチン

接種の当日の死亡者９名、翌日の死亡４６名、そ

の他副反応云々とかいろいろありますが、やはり、

直接６月まで国のデータベース待つのではなくて、

こういう不安の声でそのエビデンス実際どうなの

かと上がってるわけで、やっぱできないわけでは

ないわけで、こういったこの調査はなぜやらない

のか、逆に何かそういう姿勢だからこそ余計に疑

問を持ってしまうのですよね。だんだんこういう

のは積もり積もってくると不信感になってしまう

のです。 

  この陳情の中にも、この要旨の文章の中にも出

てるとおりで、やはり区独自として調べる必要が

あるのではないかと思うのですけれども、改めて

いかがでしょうか。 

○保健予防課長 現在、ワクチン接種の履歴システ

ムはあるのですけれども、その方がその後、お亡

くなりになったかという情報の統計はございませ

ん。作るとすると全く新しく作ることになるとい

うことと、すぐに亡くなったからといって必ずし

もワクチンではなくて、その理由がよく分からな

いというものがございますので、そういったこと

で死亡した時期とワクチンだけを抽出してしまう

と、ちょっと全体としてはミスリードしてしまう

かなというふうに考えてございますので、そうい

った面で厚生労働省のものを使いたいと考えてお

ります。 

○おぐら修平委員 今答弁あったとおり、正にそれ

は個々のその方の状況によって、ワクチン接種日

翌日に亡くなったから、ではイコールワクチンで

ないパターンももちろんありますよね。でもそれ

は、その方の病歴、疾病、いろいろ履歴を遡って

いって、いろいろな方々のこのエビデンスを集め

ていけば、大体傾向とか見えてくるわけではない

ですか。やっぱそういうことを深掘りして調査し
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ていただきたいのです。 

  単純に突合したから、その日に亡くなったから

それでどうか分かりませんではなくて、どうでし

ょうか。 

○衛生部長 正におぐら委員がおっしゃるように、

きちんと深掘りをするためには、区にあるデータ

だけではできないのです。 

  要は、その方がどんな病気だったかということ

も、区は国民健康保険のデータ、２割弱の方のも

のはありますが、社会保険の方のデータはござい

ません。 

  今ワクチンの接種歴はそれだけで単独であるも

のでして、そのほかの区民のデータとつながって

おりませんので、国の方は、今もともと社会保険

も含めた、そういった国民健康保険、社会保険の

データのところに、ここには病歴とか、どんな薬

を飲んでいるかとか全部ありますので、そこにワ

クチンの接種履歴を付けて、その上で死亡とかの

つなげた大きなデータを作って、それで全国的に

評価ができるように準備しているということです

ので、ワクチンの効果が本当にあるのかとか、副

反応が強かったのではないかとか、後遺症が出る

のではないかとか、見えないものなので不安がた

くさんあるのはよく理解しておりますが、きちん

と精緻なデータで精査をするために、国のデータ

をいろいろな研究者が分析して、きちんとしたエ

ビデンスが出てくるのを待ちたいと考えます。 

○長沢興祐委員長 質疑よろしいですか。 

  各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続で。 

○佐々木まさひこ委員 継続でお願いします。 

○山中ちえ子委員 データはないというふうに言う

し、スクリーニング効果なんかもあるから、ほか

の病気がないかとか、そうではない、ワクチン接

種してない人と比べなきゃいけないとか、いろい

ろ言いますけれども、まずは、もやもやとしてい

る方々の声を聞くことはできると思うのですね。 

  私も先ほどお伝えしたようなケースなんかは、

ひきこもりのケースでした。そういったところで、

お母様が大変苦しんでいたところ、たまたま私が

お話を聞いてさし上げることができたからまだよ

かったのですけれども、そういったことでは拒否

する理由はいろいろ並べるけれども、積極的に何

かこう思いに寄り添うということの努力は見られ

ないというふうに言わざるを得ないと思います。 

  私はまたちょっと頑張って調査もしたいので、

継続です。 

○おぐら修平委員 採択です。 

○髙橋まゆみ委員 採択でお願いします。 

○長沢興祐委員長 本件を継続審査とすることに賛

成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○長沢興祐委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関退席］ 

 

           ◇            

 

○長沢興祐委員長 次に、所管事務の調査を議題と

いたします。 

  糖尿病対策に関する調査についてを単独議題と

いたします。 

  何か質疑ありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長沢興祐委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            
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○長沢興祐委員長 次に、報告事項を議題といたし

ます。 

  （１）を福祉部長から、（２）、（３）を高齢

者施策推進室長から、（４）を衛生部長から報告

願います。 

○福祉部長 それでは、厚生委員会報告資料福祉部

の２ページ、３ページをお開き願います。 

  件名は記載のとおりでございます。 

  高齢者施設、障がい者施設に対しての物価高騰

支援策でございます。 

  こちら上半期にも同様のスキームでやらせてい

ただきましたものの、下半期分の実施の御報告で

す。 

  先般の補正予算の中で、こちら御審議いただき

まして、補正の中で承認いただいたというような

ところが予算付けでございます。 

  項番３と４に令和７年度の上半期の介護、障が

い、それぞれの実績を記載させていただきました

ので、準備が整い次第、下半期分についても、支

給をしていきたいというふうに考えてるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○高齢者施策推進室長 引き続き、資料４ページに

なります。 

  介護保険事業者支援施設使用者選定委員会の選

定結果の御報告になります。 

  対象施設は、特別養護老人ホーム中央本町杉の

子園、高齢者在宅サービスセンター中央本町で、

法人は社会福祉法人杉の子になります。 

  選定結果ですが、１００点満点中８９．８点と

いうことで、選定の結果をいただきました。委員

会の中で主な質疑として、離職率のことを問われ

ておりますが、職員との面談を増やしたり人事考

課を工夫されたりということで、以前１０％程度

であった離職率が昨年度はゼロであったというよ

うなやり取りがございました。 

  続きまして、７ページになります。 

  令和７年度介護保険業務委託評価委員会の評価

結果です。 

  こちらは、介護保険の窓口等の委託になります。 

  受託事業者は、パーソルビジネスプロセスデザ

イン株式会社、評価点ですが、５０点満点中４５．

４点ということで、昨年度よりも１．６ポイント

高い結果をいただいております。 

  評価委員会から意見をいただいておりますカス

ハラ対策の強化、それから作業効率を高めるため

のＡＩの活用になります。 

  また、これまで御意見としてありました業務委

託エリアの作業スペース、こちら狭いということ

でお話ずっといただいておりましたが、増加して

労働環境の改善が図られたという御意見をいただ

いたところです。 

  以上になります。 

○衛生部長 では、衛生部の厚生委員会報告資料の

２ページを御覧ください。 

  東京都内共通受診方式による１か月健康診査、

産婦健康診査の実施についてですが、現在は、こ

れらの健診は自費扱いで行われておりますが、来

年の１０月からは、出産などにおける経済的な負

担の軽減と、妊娠期からの切れ目のない支援体制

を整備するために、東京都全体で公費負担をいた

します。その実施に当たり、令和８年４月から９

月にお生まれになった方の扱いについては、同一

年度に出産した方に対して不公平感がないよう、

前向きに検討してまいります。 

  以上でございます。 

○長沢興祐委員長 何か質疑はございますか。 

○佐々木まさひこ委員 本会議でも質問をさせてい

ただきました東京都内共通受診方式により１か月

児健康診査、産婦健康診査の実施、これが１０月
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からになるということで、同一年度で４月から９

月に出生された方、これはおおよそやるとすれば

償還払ぐらいしかないのかなあとは思うのですけ

れども、どういったことを検討されてるのか、一

応、検討状況だけ教えていただけますか。 

○保健予防課長 東京都が調整はしていただいてる

のですけれども、システムの改修が１０月からし

かできないということなので、佐々木委員のおっ

しゃるとおりで１回医療機関でお支払いしていた

だいて、後で領収書を区の方へ持ってきていただ

いて精算するという、いわゆる償還払いの方法を

考えております。 

○山中ちえ子委員 私は衛生部の報告の点で、少し

質問いたします。 

  今まで自費だった分が、子どもと母親の健診が

無料になるということで、大変ずっと求めていた

ので、本当にうれしい限りなのですけれども、シ

ステム改定に伴って１０月からということですが、

４月からということで、もうやっているところは

やっているわけで、足立においても１０月を待た

ずにやれたらと思いますけれども、それは考えて

はいないということですか。 

○保健予防課長 ４月から９月については不公平感

がないようにということで、システムを使わない

で、区の職員が手処理になるのですけれども、実

施したいなという前向きに考えてるとこでござい

ます。 

○山中ちえ子委員 ありがとうございます。 

  本当に大変だと思いますけれども、今やっぱり

物価高騰の中、やはり子育て世代がかなりの負担

があるという中で、少子高齢化の問題にもいい影

響の施策なのだということで思います。 

  それで、やはりこの産婦健診の中で言われてい

る授乳状況というのがあるのですけれども、やは

りこのとき一番、乳児とその母親の愛情を形成に

おいてとても大切なオキシトシンが分泌できるよ

うな母乳の状況をよくしていくということでは、

かなり乳房マッサージが求められている方が多く

て、これに自費負担となっているところで大変な

思いをしていると。この回数だけでも乳房マッサ

ージも含めて見てあげるということだと、すごく

助かると思うし、ことの愛着形成、先ほど目的の

中でもおっしゃられている、やっぱり新生児への

虐待防止や、そして産後うつの予防にとっても大

変大切だと思いますが、その点ではどうされます

か。 

○保健予防課長 産婦健診２回を予定してますけれ

ども、その中には問診だけでなくて診察が入って

いまして、その中で乳房の状況等を確認するとい

う内容が入ってございます。 

  また医師と直接やり取りをいたしますので、そ

ういったところで何か問題点があれば、医療機関

から区の方へ連絡をしていただけるようにしたい

というふうに考えております。 

○山中ちえ子委員 その授乳状況を見て、やはりこ

れは大変だということであれば、乳房マッサージ

の方の負担金分も見るということですか。 

○保健予防課長 これは健診ですので、乳房マッサ

ージというふうになると、ここの健診の状況から

出てしまいますので、有料になると思います。 

○山中ちえ子委員 是非この機会に、やはりそうい

った方々への力を尽くすということでも、足立区

はこういったこともやってくれるのだと、ほかは

恐らくやってないと思うので、近隣では。そうい

うことで、やはり区にこれからの時代を担う若い

世代がというところでは、前向きな動きがつくれ

ると思うのですよね。なので、これをいい機会に

乳房マッサージのところでは、是非そこに手当を

出すということを前向きに考えていただきたいと

思いますが、どうでしょうか。 
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○保健予防課長 今年度から訪問型の助産師が自宅

を訪問する産後ケアを実施してございます。その

契約の中には乳房マッサージが入ってございます。 

  それからあと、子ども商品券というのを渡した

りするのですけれども、それを使って助産所で乳

房マッサージをしてるというのもございますので、

そういったものを組み合わせて御利用いただけれ

ばと考えております。 

○山中ちえ子委員 是非お願いします。助産所はす

ごく少ないので、やはりそこへのより多くの方が

支援に届くように工夫していただきたいなと思い

ます。 

  あと、福祉部の報告の方で、事業者選定委員会

の選定結果についてのところなのですが、杉の子

園さんの対象施設使用者に関わる選定結果だとい

うことなのですけれども、６ページの方の委員会

での主な質問と法人回答のところなのですけれど

も、ちょっと教えていただきたくて、キャリアパ

スを見直して、人事考課との連動を進めることを

全職員に説明し、面談を実施したということなの

ですけれども、どのように見直して、人事考課と

の連動というのはどのようにやってるのか。ちょ

っと全然見えてこなくて、これが離職率ゼロにな

ってるのだったらすごいことだなと。 

  キャリアパスは昇進昇給の条件を明確にするこ

とで、社員にキャリアの道筋を示すものだという

ふうに認識してるのですけれども、その点ではち

ょっともっと丁寧に教えていただきたいなと。 

○高齢者施策推進室長 詳細についてはすみません、

失念といいますか、そこまで細かく御説明という

ところはなかったというふうに記憶をしておりま

すが、ただ単に、その方の状況によってはお子さ

んがいたりというところで、長時間の勤務が難し

いというような方もいると。そういう方に対して

は、その方に合った短時間の勤務を選んでいただ

いて、そこの部分もきちんと評価するというよう

なお話はあったところです。そこの部分について

も、職員との面談、それからヒアリング、意見を

聞く機会を設けて、職員がどういうふうにしてい

きたいのか、どういうふうにこの施設の中で仕事

をして、こんなふうになりたいのかというのはよ

く聞くというようなお話はいただいていたところ

です。 

○山中ちえ子委員 本当に、多分その内容すごくい

いのだと思うのですね。やっぱりそうやってコミ

ュニケーションを取ることで、その方がどういう

ふうに人生を過ごしていきたいか。その中で、仕

事に関わって自分がどうやって充実していたいか、

今日よりあした、あしたよりあさってということ

で、前向きな思いに会社側が寄り添うということ

だと思うのですね。 

  先ほど、子どもがいたり長時間が難しかったり

ということで対応をすると、そこが評価されたと

いうことでもあるのですけれども、やはり短時間

にすると給料が少なくなると思うのですけれども、

また、正規職員か非正規職員かといったところで

は、正規の保障は難しいということになりかねな

いと思うのですけれども、そこを保障するという

ことですか。 

○高齢者施策推進室長 山中委員おっしゃるとおり

です。 

○長沢興祐委員長 他にございますか。 

○おぐら修平委員 福祉部の報告資料７ページの介

護保険業務委託評価委員会の評価結果についてで

す。 

  ７のところのこの評価委員の意見のところで、

委託事業者としてカスハラ対策を強化していただ

きたいというふうに、正にこの評価委員会からの

ごもっともな意見指摘なのですけれども、ここに

ついては、どういうふうに区としてこの委託事業
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者に対してカスハラ対策のサポートと言えばいい

のか、対策と言えばいいのか検討されてますでし

ょうか。 

○介護保険課長 こちらにつきましては、やはり窓

口業務をやっていただいている従事者の方が多い

というところですので、しっかりとヒアリングを

委員の方としていただいた際に、研修ですとか、

そういったところがまだまだ十分でないという話

を事業者の方からいただいておりますので、まず

はそういった研修を実施していただくようにお願

いしたいというところ。 

  また従業員の方が、どうしても窓口でお客様に

対して対応していただいてるときに、暴言ですと

か、場合によってはちょっと暴行を働くおそれが

あるような、そういった威圧的な態度を取られる

というようなことがある場合に、例えば職員のエ

スカレーションするですとか、従事者の方の、も

ちろん責任者を通じてその方が対応していただい

た上での話になりますけれども、そういったとこ

ろで、場合によっては区の方でも対応できる部分

はあるかなというところで、まずは委託事業者の

方の中で、しっかりとそういった対応を取ってい

ただくように、こちらから働きかけたいというふ

うに考えております。 

○おぐら修平委員 カスハラ対策は、区の職員の中

でもいろいろ今後、この条例も併せていろいろな

マニュアルだったり研修だったり、区として職員

向けにも整備していくと思うのですけれども、そ

ういったものも一緒にこの委託事業者に対してや

っぱり準用していくだとか、あとは、あくまで委

託なので、そこで区職員が何か窓口でトラブルと

いうか、例えば怒号を張り上げる、何かあったと

きに入っていけるのか、どこまでどう関与できる

のか、そこもちょっと併せて協議をして、対策を

していただきたいと思うのですけれども、いかが

でしょうか。 

○介護保険課長 おぐら委員おっしゃるとおり、そ

のあたりは区の研修の部分については、周知をさ

せていただいたりですとか、場合によっては緊急

の対応などについての対応については、協議を委

託事業者等々もさせていただきたいというふうに

考えております。 

○おぐら修平委員 是非よろしくお願いします。 

  あと、ここの業務委託の会社なのですけれども、

ここで受託事業者、ここで働いてる方たち、いろ

いろな窓口だったり中の事務だったりは、どうい

う賃金体系、どういう要件で働いてますでしょう

か。 

  というのも、私この窓口委託に関しては、全否

定までしなかったですけれども、ただ、その窓口

業務というのは、単発でなくてずっと続く業務に

もかかわらず、大体この半年契約で派遣で働いて

る方が多い。業務はずっと続いてるのにその働い

てる方たちが非正規で賃金上がるわけでもなく、

主に契約期間、人によっていろいろですけれども、

そこによっていろいろですけれども、期間限定の

働き方はどうなのかということをこれまでも何度

か苦言を呈してきたところなのですけれども、こ

こについてはどういう労働条件でしょうか。 

○介護保険課長 もちろん委託事業ですので、繁忙

期等々ございますので、常時平常からやっていた

だいてる方もいればスポット的に入っていただい

てる方もいるというふうなことは認識しておりま

す。その中で、現状区の方で把握している情報と

いたしましては、およそ今五十数名の方が従事を

していただいておりまして、もちろんですが、最

低賃金の方、一番その方のキャリアですとか、ポ

ジションによっても時給等々変わってくるとは思

うのですけれども、最低でも１，３００円をキー

プしていただいておりまして、こちら東京都の最
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低賃金を超えているというふうには認識をしてお

ります。 

○おぐら修平委員 ここで五十数名の方、繁忙期の

そのときだけの短期の方は除いて、それはそれで

必要なのは分かるので、そこは否定しないです。 

  この五十数名の常駐でいる方が何人正規職、何

人アルバイト、何人派遣なり契約なり、その内訳。

また時給に対しては１，３００円超えてるという

ことを伺いましたけれども、それ以外、細かい内

訳はどうでしょうか。 

○介護保険課長 正式な形の社員という形は、その

中の４人というふうには伺っています。残りの方

については、基本的にはパートタイムですとか、

あとはそれに準じたような形で従事をされている

というふうに伺ってまして、例えば窓口の方が１

８名ほど、４月の段階ですが、５３人の方に従事

をしていただいてまして、そのうちの１８名の方

が窓口、２２名の方が認定の審査会に関わる事務

ですとか、１１名の方がそれ以外の内部事務に係

る事務などを実施していただいているというとこ

ろでございます。 

○おぐら修平委員 ということは、パートタイムで

あるとかということですけれども、私が問題提起、

これまでもしてきたそういう短期の雇用の方はい

ないという認識でよろしいでしょうか、繁忙期以

外。 

○介護保険課長 基本的には、我々としても安定し

た事務を行っていただきたいというふうに思って

いますので、継続した形でやっていただきたい。

実際来ていただいてる方も勤務年数が長い方がか

なり多いというところが実情でございます。 

○おぐら修平委員 あとその方の、やはり年数積ん

でいろいろ仕事を覚えてキャリアアップしていけ

ば、それに見合った賃金が当然出すべきでありま

す。 

  あと委託事業主と、その賃金がどうなっている

のか。それは当然委託費の中にはいろいろ維持管

理するための中のこの業務の費用も掛かりますか

ら、やはりその方のキャリアアップ、また賃上げ、

その点についてはどういうふうになってますでし

ょうか。 

○介護保険課長 今回の委託の期間というのが今年

度からスタートしておりまして、６年間の１年目

ということでスタートさせていただいております。

前期と比べますと、約２０％近く全体の委託費が

上がっております。これはもちろん物価高騰に伴

う部分ですとか、また、従事者の方の賃金等にも

反映していただいてるというふうな形で考えてお

りまして、当然ながらこの後も、その６年間の中

で物価高騰等によって最低賃金がどんどん上がっ

ていくというようなことがあれば、その都度、ま

た事業者の方と協議をさせていただいて、しっか

りとその従業員の方にキャリアに応じた賃金がお

支払いしていただけるように、こちらとしてもお

話をしていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○長沢興祐委員長 ほかに質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○長沢興祐委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○長沢興祐委員長 その他何かございますか。 

○白石正輝委員 一つだけ副区長に伺いたいのです

が、先般の本会議の質問の中で、金井君に対する

質問があったわけです。金井康治君。副区長まだ

生まれても間がない小学校に入ってませんから、

多分、分かってないと思いますけれども、私が１

期の終わりから２期の初め頃だと思いましたけれ

ども、あのときの質問をあのまま聞いております
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と、足立区は障がい者が陳情に来ることに対して

警備員を雇って、区役所でこの周りにフェンスを

回して、これを拒絶したと。障がい者に対する足

立区の考え方は非常に問題だというふうに取れる

のですね。本会議はテレビでリアルタイムで区民

が見られますので、あの質問に対しては少なくて

も事実誤認ですから、このことに対してはっきり

と、それは答弁の中で言っとくべきですよ。 

  私どもが聞いたところの話では、金井君の陳情

が、当時ですよ。団体名で言うとちょっと問題が

ありますけれども、部落解放同盟に相談して、こ

れを動員するのだということで、足立区はびっく

りしてフェンスで囲ったのですね。 

  その少し前に、同和の陳情があったときに、ま

だ区役所でたばこが吸える時代です。区長室に灰

皿が置いてあった。当時の助役、今の副区長です

けれども、副区長の言い方が気に入らないという

ことで、クリスタルの重たいこのくらいの灰皿を

助役にぶつけたと。それで助役がけがをしたとい

うことで、足立区が同和の陳情に対しては非常に

敏感だったのですね。過剰に敏感だったのかもし

れないけれども、そのことでフェンスを建てたの

であって、障がい者の皆さん方が来るということ

で、それを拒絶したわけではないのですよ。その

ことは調べれば分かることだから、なぜちゃんと

説明をしなかったのか。 

  副区長、そのことについてはどう思いますか。 

○副区長 私も今回、答弁の後に詳細の方、私も確

認をしている状況で、やはりそういった団体の要

望があることに対して警戒して、バリケードを張

ったというようなことは、当時の従事した方から

の伝え聞きですけれどもお話は聞きました。決し

て区として障がい者の方を排除するような姿勢で

はなかったというふうな話も聞きました。 

  ちょっと今、灰皿の話をここで初めて聞いたと

ころですが、その答弁も含めて、本会議の中で、

やはり質問と答弁だけ、言葉だけで聞いてる方が

誤解しないように、今後も詳細に背景等を確認を

して、答弁の方は作成していきたいというふうに

考えております。 

○白石正輝委員 今までもすごく気になったのです

が、質問すると質問を認めるような形で答弁なの

ですね。もし質問が事実誤認だとすれば、それは

ちゃんと説明すべきですよ。そうしないと、区民

が誤解しますから、このことについてだけは申し

上げておきます。 

○副区長 質問者の方と、その辺もきちんと意思疎

通図りながら、正確な情報が区民の方に伝わるよ

うに努めていきたいというふうに考えます。 

○おぐら修平委員 生活保護費の窓口払いについて

です。 

  厚労省からの通知でも、原則振込をするように

ということになっておりますが、今ちょっと相談

を受けている案件で、査察指導員の高圧的な態度

で面談を拒否していたところ、窓口払いにされた

と。家賃も代理納付だったのが代理納付もなくな

ったということなのですが、東京都からも以前、

係長会とかでも、極力窓口はやらないようにとい

うことを言われてます。高圧的な態度というのが

何を指すのか、どういうやり取りだったのか詳細

まではこれからなので、そこは割愛しますが、原

則これ振込ですよね。 

  もちろんレアケースで、金銭管理に課題がある

方が、月に１回とか２週間に１回とか、直接この

窓口払いしてる例、私もいっぱい見てきましたが、

今回そういう案件でないのです。振込が窓口払い

にされた合理的な理由が全く見当たらないのです

が、そういう指導をしているのでしょうか。 

○中部第一福祉課長 基本的には、保護費に関して

はおぐら委員がおっしゃるように、口座振込で対
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応しています。窓口払いにするのは、特別な事情

があるケースだけですので、全体としては少数だ

というふうに考えてございます。 

○おぐら修平委員 そうですよね、特別な事情があ

る限りですよね。その特別な事情私も何件もいろ

いろなパターン見てきたので分かるのですが、今

回、明らかに特別な事情に該当するわけがないで

はないですか。 

  いろいろな査察指導員なりワーカーなり、その

当事者とのやり取りの中で、もちろん精神的な課

題だったりとか、なかなかこうコミュニケーショ

ンがうまくいかなくて、連絡が取れなかったりと

か、なかなか会ってもらえないなんていうのはよ

く私もそういう場面たくさん見てきました。それ

は文書で指示書を出せばいい話であって、何で窓

口払いになるのでしょうか。これは個別の誰の事

案か聞かないと分からないと思うのですけれども。 

○中部第一福祉課長 すみません、個別の案件にな

りますので、詳細を調べた上で、後ほどおぐら委

員とも情報交換しながら回答させていただきたい

と考えております。 

○おぐら修平委員 あと、足立区は原則この御本人

の否定しない限り、家賃も代理納付になって、こ

れで家賃滞納も大分減ったと思うのですが、それ

もせっかくそうやって家賃滞納を未然に防ぐ形で、

代理納付で不動産管理会社に直接振込をしていた

ものを、何でそれもやめさせられるのでしょうか。

これも個別事案になるのですが、そんなルールど

こにあるのでしょうか。 

○中部第一福祉課長 申し訳ありません。やはり個

別案件で、案件の詳細を把握しておりませんので、

後ほどおぐら委員とも意見交換をさせていただき

ながら、詳細についてお答えさせていただきたい

と思います。 

○おぐら修平委員 ルールの確認なのですけれども、

家賃の振込を代理納付していたものが、そういう

合理的な理由がないのに、代理納付でなくなって

しまう。またその特別な事情、それは先ほど私の

場合ですと、金銭管理の課題を事例に挙げました

けれども、そういった誰もが納得できる、理解で

きる合理的な理由がないのに、振込から窓口払い

になる、そういうルールは存在しないですよね。 

○中部第一福祉課長 おぐら委員のおっしゃるとお

り、合理的な理由がない限り口座振込をやめたり

とか、あるいは家賃の代理納付をやめたりという

ルールはございません。 

○おぐら修平委員 もちろん、その御本人とその担

当ワーカーなり、査察指導員の詳細な確認必要な

のですけれども、御本人からの話を聞く限りです

が、これどう見ても人質手法ではないですけれど

も、面談を強要するためにそういう手法を取って

いるとしか思えないのですよね。また後ほど個別

に、御本人なり担当ワーカー、査察指導員と確認

させていただきたいと思うのですけれども。こう

いう運用、これも詳細が確認必要ですけれども、

これは明らかにおかしいのですよ。 

  こういうのは、よく私が何かそういう個別の案

件で管理職の皆さんとか議会で言っても、結局言

った言わないで、はぐらかされておしまいという

ことが多々あるわけで。だから私、録音可視化と

何回もずっと言ってるのです。これはまた後ほど

詳細個別に確認をさせていただきたいと思います。

これも意見ということで結構です。 

○長沢興祐委員長 ほかにございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

  よろしいですか。 

○長沢興祐委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            
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○長沢興祐委員長 以上で本日の厚生委員会を閉会

いたします。 

午前１１時４５分閉会 


